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 大二両で、１２月１５日『Ｎ７００系踏面清掃装置の落失防止について』という「作業指

示」が貼り出された。 

内容は、「１１月１日に大二両の交番検査で研磨子を交換したＺ２１編成で１１月５日に研

磨子落失が発見された事象に鑑み落失の防止のために①研磨子取付板やツメの清掃を行う②

研磨子取付後、取付板やツメに異物がないか手鏡で確認する③研磨子を手で引っ張って抜け

ないことを確認する」といった「対策」を書いたものである。 

しかし「本事象に鑑み・・・・落失防止のために」というが、そもそも研磨子落失の「原

因」は何だったのか？「ツメ」の部分に異物がかみこんで「ツメ」の出が不十分だったのか？

研磨子を取付ける装置の構造的な欠陥は無いのか？会社はどういう調査をしてどのような原

因だったと判断、あるいは推定をしたのか。社員に明らかにすべきである。 

 １１月５日に落失が発見されて以降、関係社員への度重なる事情聴取や勤務終了後に庫に

Ｚ編成を取り込んで多くの管理者立会いのもとで、「現場検証」も行ったのである。安全確保

の観点からも社員に前広に明らかにすべきである。 

 

労使協議を早急に開催せよ！ 
 

 私たちは、この件について１１月１３日付で関西支社に申し入れを行っている。 

 未だに、労使協議は開催されていないが、安全に関することについては早急に労使協議を

開催すべきである。 

【裏面に申し入れを掲載】 

 



 


